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正規職員

臨時・嘱託

※所要時間
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決算額

繰越額

10,475

11,558

0 0

会計

事業タイプ

経費区分

専門の医療機関において発達の節目に健康診査を委託

事
業
費
／
千
円

H23（2011） H24（2012）

11,423予算額

区分

事
業
要
員

タ
イ
プ

指標名 単位 年度 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014）

乳児一般健康診査事業乳児一般健康診査事業乳児一般健康診査事業乳児一般健康診査事業

開始年度 1984 終了年度 9999

母子保健法

目的 乳児の月齢に応じた発育、発達、栄養状況を確認し、異常の早期発見、治療および必要な指導を行う。
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事業名

部署名 健康課

対象者（1か月児、4か月児、9～10か月児とその保護者）に受診票を交付し、県内医療機関で個別健診の方法により実施す
る。また、里帰り出産等県外での乳児健診にかかった費用の一部助成を実施する。

事業コード

220

概要

法令
根拠

実施
形態

内
容
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活動指標

民間等委託（一部）現在

指標名 単位 年度 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014）

成果指標

一般会計

単独事業

物件費

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

基本施策
体系

重点施策
体系

健康診査受診票交付対象数（4か月児） 目標値 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700人

実績値 704704704704 659659659659

健康診査受診票交付対象数（9～10か月児） 目標値 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700人

実績値 642642642642 706706706706

健康診査受診票交付対象数（1か月児） 目標値 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700 700700700700人

実績値 695695695695 644644644644

乳児一般健康診査平均受診率 ％ 目標値 98989898 98989898 98989898 98989898 98989898

計算
根拠

１か月児・４か月児および９～１０か月児健康診査の合計
受診者数／合計受診票交付対象者数

実績値 96.496.496.496.4 97.697.697.697.6

達成率
（％）

98.498.498.498.4 99.699.699.699.6

実数値 1968/20411968/20411968/20411968/2041 1960/20091960/20091960/20091960/2009

ランク AAAA AAAA

健康で長生き、笑顔で暮ら
すまちづくり

健康づくりを充実する保健医療

基本目標 属性 基本施策

健診・相談体制の充実

実施施策

4042

「人の増えるまち」づくり 健康長寿健康と長寿の推進

重点施策 分類（大） 分類（小）

831

H23事業名 乳児一般健康診査事業 220
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【廃止可能性】
　ある場合、当該事業の廃
　止は可能ですか。

【競合】
　国、県、または民間のサー
　ビスと競合している事業は
　ないですか。

【ニーズ】
　住民等のニーズは十分に
　ありますか。

母子保健法第13条により、市町村に実施が義務づけれている。根
拠

事業名

主体

必
要

性

【行政関与】
　行政が実施すべき事業で
　すか。

母子保健法第13条により、市町村に実施が義務づけられている。根
拠

根
拠

有
効

性
効

率
・
効

果

【コスト削減】
　今以上に、コストを削減す
　る余地はありますか。

【財源確保】
　今以上に、財源を確保す
　る方法はありますか。

【成果向上】
　今以上に、成果を向上させる
余地はありますか。

ある

はい

ない

なし

ない

ない

【統廃合可能性】
　ある場合、当該事業の統
　廃合は可能ですか。

【類似重複】
　本市の事務事業の中で、
　目的や概要が類似する事
　務事業はないですか。

事業名

所管課

根
拠

ない

主な経費は、一般健康診査にかかる検査費用であるためコストを削減するとなる
と、事業の実施に支障をきたすおそれがあるため。

根
拠

保護者の育児不安の軽減を目的として、母子保健法で市町村が必要に応じて実施
すべきと定められた事業で、市の単独事業として行っているため、受益者に負担
を求めることは困難である。

根
拠

未受診者への勧奨により
根

拠

１か月児・４か月児・9～10か月児の乳児の月齢に応じ
た成長、発達を確認し、異常の早期発見、早期対応す
るための健康診査を実施する。また里帰り等により、
乳児健康診査を県外の医療機関で受診した費用につい
ても助成を行う。

維持維持維持維持

平
成

2
4
年

度
取
組

み

【平成25年度　方向性】

１か月児・４か月児・9～10か月児の乳児の月齢に応じ
た成長、発達を確認し、異常の早期発見、早期対応す
るための健康診査を実施する。また里帰り等により、
乳児健康診査を県外の医療機関で受診した費用につい
ても助成を行う。

平
成
2
5
年

度
計

画

【平成24年度　方向性】 維持

取組選択
年度

実施状況

H22（2010） H23（2011） H25（2013）H24（2012） H26（2014）
不可能 不可能－

－ 未実施 未実施

不可能

【H25提案型市民主役オープン事業実施】 不可能 〈不可能選択理由〉

その他

H23事業名 乳児一般健康診査事業 220

780


